
瀬戸市水道事業会計規程の一部を改正する規程をここに公布する。  

令和６年３月２８日 

瀬戸市長  川 本 雅 之  

瀬戸市水道事業管理規程第３号 

   瀬戸市水道事業会計規程の一部を改正する規程  

瀬戸市水道事業会計規程（昭和４５年瀬戸市水道事業管理規程第１号）

の一部を次のように改正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下

線で示すように改正する。

改正後 改正前 

（決算報告書等の提出） （決算報告書等の提出） 

第５８条 ＜省略＞ 第５８条 ＜省略＞ 

２ 都市整備部長（水道事業に瀬戸市水道事業の

組織及び庶務に関する規程第７条第２項に規定

する担当部長を置く場合にあっては、当該担当

部長。以下同じ。）は、毎事業年度５月末日ま

でに前項各号に掲げる書類及び証書類を市長に

提出するものとする。 

２ 都市整備部長は、毎事業年度５月末日までに

前項各号に掲げる書類及び証書類を市長に提出

するものとする。 

 （徴収又は収納を委託した指定公金事務取扱者

の証票） 

 （徴収又は収納を委託した私人の証票） 

第６４条 市長は、水道料金の徴収又は収納を委

託した指定公金事務取扱者の従事者に携行させ

るため、委託業務従事者証（別記様式）を交付

する。 

第６４条 市長は、水道料金の徴収又は収納を委

託した私人に携行させるため、委託業務従事者

証（第１号様式）を交付する。 

  

 第１号様式を次のように改め、同様式を別記様式とする。



別記様式（第６４条関係）  

 

委 託 業 務 従 事 者 証    第    号   

 (写真 ) 

受託者（会社）名              

氏  名                   

 

生年月日       年    月    日  

 

         年   月   日交付（１年間有効） 

  

  上記の者は、瀬戸市上下水道料金等収納業務従事者であることを証

明する。 

瀬戸市長           印     

附 則 

 （施行期日）  

１ この規程は、令和６年４月１日から施行する。  

（経過措置）  

２ この規程の施行の際現に地方自治法の一部を改正する法律（令和５年

法律第１９号）の規定による改正前の地方公営企業法（昭和２７年法律

第２９２号）第３３条の２の規定により公金の徴収又は収納の委託を受

けている者に対するこの規程による改正前の瀬戸市水道事業会計規程の

規定の適用については、令和８年３月３１日までの間は、従前の例によ

る。 


